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１　はじめに

　ILOの第108回総会で、仕事の世界における暴力お
よびハラスメントの撤廃に関する条約（第190号条約）
が採択された（2019年6月21日）。どうにかしてハラ
スメントをなくそうとする動きが世界各国で活発化
している。
　かかるような趨勢を受け、筆者の前所属先である
労働政策研究・研修機構（JILPT）では、厚生労働省か
らの要請に基づき課題研究¹として、「諸外国におけ
るハラスメント規制に関する調査」を実施した。筆者
はその当時、当該課題研究の主担当者であったこと
から、本稿²において、その研究成果の一端を紹介し
つつ、日本におけるハラスメント規制に係る展望に
つき、若干ではあるが論じることとしたい。
　本稿で紹介するのは、イギリス・アメリカ・ドイツ・
フランスでの動向である。上記課題研究において、各
国は、イギリスを筆者が、アメリカを帝京大学の藤木
貴史助教が、ドイツを明治大学の原俊之講師が、フラ
ンスを青山学院大学の細川良教授がそれぞれ担当し
た（各所属は当時のものである）。なお、本稿では論及
しないが、EUの担当はJILPTの濱口桂一郎所長で
あった。本稿で紹介する各国部分は、上記担当者によ
る成果を要約したものとなる。とはいえ、要約により
何らかの齟齬が生じているとすれば、それは全て筆
者の責任である。なお、各国の動向については、上記
課題研究の報告書³の各担当者執筆時点での情報と
なるので、読者にあってはその点ご留意いただきたい。
　以下では、2と3において各国の動向を概観し、４

でその特徴を見た後、5で日本における展望につい
て概説を試みる。

２　各国における規制内容

　ハラスメントに係る規制内容についての各国にお
けるおおよその状況は以下の通りである。
　イギリスでは、1997年ハラスメントからの保護法
（PHA:�Protection�from�Harassment�Act�1997）と
2010年平等法（EA2010:�Equality�Act�2010）の2つの
制定法が主としてハラスメントにつき機能しており、
それぞれが規定し禁止する「ハラスメント」概念に、
問題となるハラスメントが該当する場合、その被害
者は救済を受けることができる。PHAは、ありとあ
らゆる類型のハラスメントをその射程に収めるが、
従来の差別禁止法の系譜に連なるEA2010は、特定の
保護特性（年齢・障害・性同一性障害・人種・宗教また
は信条・性・性的指向）に関連するハラスメントのみ
を射程に置くにとどまる。また、コモン・ローも、ハラ
スメントにつき一定の役割を担うところとなってい
る。なお、職場におけるハラスメント対策に特化した
「職場における尊厳法案（DWB:�Dignity�at�Work�
Bill）」が、2度イギリス議会に上程されたものの、2度
とも廃案となっている。
　アメリカでは、包括的なハラスメント規制は存在
しない。しかし、差別的ハラスメントについては、①
公民権法（CRA:�Civil�Rights�Act）第7編が保護する
「人種・肌の色・性・宗教・出身国」、②雇用における年
齢差別禁止法（ADEA:�Age�Discrimination� in�
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Employment�Act）が保護する「年齢」、③障害をもつ
アメリカ人法（ADA:�Americans�with�Disability�Act）
が保護する「障害」、④遺伝子情報差別禁止法（GINA:�
Genetic�Information�Nondiscrimination�Act）が保護
する「遺伝子情報」等の保護属性が存在し、特定の保
護属性を持つことを理由としてなされる言動が禁止
され、⑤各種制定法利用を理由とする報復的ハラス
メントの禁止もなされている。また、非差別的ハラス
メントについては、①職業安全衛生法（OSHA:�
Occupational�Safety�&�Health�Act）による使用者に
よる安全な職場・雇用の提供義務、②一部の州におけ
るハラスメント被害者への労災補償（身体的傷害の
場合）、③一部の州における使用者によるハラスメン
ト防止研修実施義務、また、使用者によるハラスメン
ト防止ポリシーの採用の推奨、④使用者による不法
行為（精神的苦痛の意図的惹起等）の禁止といった規
制等が存在する。
　ドイツでは、日本のパワー・ハラスメント（以下「パ
ワハラ」）とほぼ同様の概念である「モビング
（Mobbing）」を規制するための制定法は存在しない。
しかし、基本法1条・2条から抽出される一般的人
格権を民法典（BGB:�Bürgerliches�Gesetzbuch）に
おける不法行為または債務不履行の解釈の際に斟
酌し、労働者の人格権侵害や使用者の保護義務の
不履行を民事上問責することが可能となっている。
また、一般的平等取扱法（AGG：�Allgemeines�
Gleichbehandlungsgesetz）は、人種・民族的背景・性・
宗教・世界観・障害・年齢・性的趣向（以下「1条事由」）
を理由とする嫌がらせ及びセクシュアル・ハラスメ
ント（以下「セクハラ」）につき同法が禁止する不利益
取扱いに該当するとして、使用者に保護義務を課す
とともに、使用者・加害者に対する損害賠償請求権、
苦情申立権、労務給付拒絶権などを設けている。セク
ハラは刑法上犯罪に該当し（184条ⅰ）、原則として2
年以下の自由刑ないし罰金刑に処される。
　フランスでは、行為の禁止（労働法典L.1152-1条、
L.1153-1条）が明定され（刑罰規定あり（刑法典222‐
33‐2条、222－33条））ている。また、使用者の予防措
置（労働法典L.1152-4条、L.1153-5条）、「被害者」等の
保護・不利益取扱禁止（労働法典L.1152-2条、L.1153-3
条）、加害者に対する制裁義務（労働法典L.1152‐5条、
L.1153-6条）といった規定も存在する。

３　各国におけるハラスメントの定義

　ハラスメントの定義についての各国におけるおお
よその状況は以下の通りである。

　イギリスでは、PHAとEA2010にそれぞれ規定が
ある。まず、PHAの1条２項は「一般人（reasonable�
person,�合理的通常人）が、その一連の行為は他人へ
のハラスメントにあたる……と認識する場合、加害
行為者は、その一連の行為がハラスメントにあたる
……と認識すべきであったとする」とし、7条2項は「ハ
ラスメントには、他人を不安にさせること、困惑を引
き起こすことを含む」とし、同3項（a）は「一連の行為」
とは「2回以上の行為でなければならない」と定め、
同4項は「『行為（conduct）』は言論を含む」としている。
よって、作為・不作為を問わず、2回以上の行為（7条3
項(a)）であって、それが他人に不安や困惑を引き起
こすもの（7条2項）である限り、PHA上の包括的かつ
広範な「ハラスメント」概念に抵触する可能性がある。
次に、EA2010の26条１項は、「ハラスメント」に関し、
「（a）保護特性（protected�characteristics）に関連し、
(b)(ⅰ)被害者の尊厳を侵害する、または(ⅱ)被害者
にとって脅迫的、敵対的、侮蔑的、屈辱的、若しくは攻
撃的な環境を創出する、目的または効果の存在」と規
定している。ここでいう保護特性とは、先述の通り、
年齢・障害・性同一性障害・人種・宗教または信条・性・
性的指向を指している。
　アメリカでは、包括的なハラスメント定義が存在
しないが、差別的ハラスメントについては、セクハラ
につき、大要、歓迎されない性的言動であって、当該
言動が①雇用条件の対価となっている場合、または
②敵対的就労環境を創出する場合、と定義されている。
その他の差別的ハラスメントも同様（出身国差別の
場合には、敵対的就労環境の創出や労務提供の妨害
に焦点）となっている。また、非差別的ハラスメント
について、一部の州は、大要、使用者や上司・同僚等が
悪意に基づき（原則として継続的に）行う、敵対的・不
愉快な言動、と定義しており、定義において使用者の
正当な利益に言及する州としない州がある。
　ドイツでは、モビングにつき判例は、「敵視、嫌がら
せ、あるいは差別を目的とした、支配的地位を利用し
た継続した積極的な行為であって、通常その態様・経
過からして法的に正当性のない目的を増進させ、少
なくとも全体として被害者の一般的人格権その他名
誉、健康といった保護法益を侵害するもの」としてい
る。また、AGGの3条3項によれば、「嫌がらせ」につ
き、「1条事由に関連する望まれない行為態様が、当
事者の尊厳を害し、威圧、敵視、恥辱、侮蔑または侮辱
によって特徴付けられる環境を生み出すことを目的
とし、またはそのような結果をもたらす場合」とされ
ており、ここでいう1条事由とは、先述の通り、人種・
民族的背景・性・宗教・世界観・障害・年齢・性的趣向を
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指している。さらに、AGGの3条4項によれば、「セク
ハラ」につき、「望まれない性的行動及びその要求、性
的意味を有する身体的接触、性的内容の発言並びに
ポルノ表現の意に反した掲示及び見えるような表示
を含む、望まれない性的意味を有する行為が、当事者
の尊厳を傷つけることを目的とし、又はこのような
状況をもたらす場合、特に威圧的、敵対的、侮辱的、屈
辱的若しくは不快感を及ぼすような環境が生み出さ
れる場合」とされている。
　フランスでは、労働法典L.1152-1条において、「精
神的嫌がらせ」は、「他人の権利若しくは尊厳を侵害
し、肉体的若しくは精神的健康を害し、または職業上
の将来性を損なうおそれのある労働条件の屈辱化を
目的としまたはそのような結果をもたらすような反
復行為による、他人に対する」行為とされている。ま
た、労働法典L.1153-1条によれば、「性的嫌がらせ」と
は、「下品なあるいは侮辱的な性質を理由としてその
尊厳の侵害をもたらしうる、または威嚇的、敵対的、
あるいは侮辱的な状況を作り出す、性的な含意を有
する反復的な発言または行為」とされている。
　ハラスメントの定義、あるいはその概念について、
最も包括的かつ広範なものとして指摘できるのがイ
ギリスにおけるPHA上のそれである。その背景には、
ハラスメントに関し、「広範な行為を定義づけること
はできない」、あるいは、「容易に要件づけることはで
きない」といった考慮があったとされている。一方、
イギリスのEA2010の26条1項における定義は、年齢・
障害・性同一性障害・人種・宗教または信条・性・性的
指向といった保護特性を核とするものであるところ、
かかるような発想は、ドイツのAGGの3条3項と類
似するものと指摘し得る（そもそも規定本体の文言
も類似している）。いずれも欧州指令を背景としつつ
立法がなされているために、そうした類似が生じて
いるものと言い得る。

４　各国における規制の特徴

　以上からすれば、各国では、ハラスメントに関し何
らかの規制を有するところとなっているが、おおよ
そのところ、以下のような状況となっている。つまり、
各国の概観として、労働法分野において明確かつ詳
細な規定を有するのがフランス、一般法としての制
定法を有するのがイギリス、特定の事由を理由とす
るものについて制定法を有するのがドイツ、差別的
ハラスメントについて規定を有するのがアメリカと
いったところとなる（とはいえ、当該整理はハラスメ
ントに係る制定法を中心とした概括的な整理にとど

まる）。このようにしてみると、職場におけるハラス
メントに係る規制が整っているのはフランスといえ
そうではあるものの、各国とも一般法や各種法理を
有するところ、単純比較は困難であり、最も厳格な規
制を有している国などとしていずれかの国を挙げる
ことは難しい。また、フランスであっても、条文化が
なされた結果、その解釈をめぐって様々な課題や議
論が生じているところ、条文化さえすれば良いとい
う訳ではない点には留意が必要であろう。
　各国におけるハラスメントの定義ないし概念にお
いて、一定程度共通していることとして、以下の3点
を指摘できる。第一に、一定の継続性ないし反復性を
要するとしている点⁴がある。第二に、被害者にとっ
ての職場環境の悪化といった状況の創出等も、各国
に一定程度共通している点といえる⁵。第三に、尊厳
を侵害するといった点も、ハラスメントの定義に関し、
各国に一定程度共通するところとなっている⁶。
　ところで、一定の保護特性ないし保護属性といった
事由を予め定めておき、それに係るハラスメントを規
制するというような法的方法が、イギリスのEA2010、
アメリカにおける諸法、ドイツのAGGで採られて
いることは注目されるべきであろう。イギリスの
EA2010では年齢・障害・性同一性障害・人種・宗教ま
たは信条・性・性的指向が、アメリカにおける諸法で
は人種・肌の色・性・宗教・出身国・年齢・障害・遺伝子
情報等が、ドイツのAGGでは人種・民族的背景・性・
宗教・世界観・障害・年齢・性的趣向が、保護特性ない
しそれに類するものとしてそれぞれ挙げられている。

５　日本におけるハラスメント 
　　規制に係る展望

（１）保護特性型規制と日本型規制の異同
　周知のとおり、日本のハラスメント規制は、イギリ
スのPHAのように包括的なハラスメント概念のも
と規制をなすという形式ではなく、パワハラやセク
ハラなど各ハラスメントを切り出し、それぞれにつ
き事業主に予防と事後対応を核とした措置義務を課
すという方法でなされてきた。そうした方法論それ
自体は、一面において着実なものといえようが、一面
において新たな形式のハラスメントには対応できな
いものともいえる。すなわち、一面において各ハラス
メントの規制をひとつひとつ綿密なものとし得るも
のの、一面において既存の法律に規定のない新たな
ハラスメントについては規制の対象とし得ない。も
ちろん、新たな形式のものであっても、契約法や不法
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行為法で対応可能ではあるが、行政による指導など
を予定する対応は難しいであろう。
　日本の切り出し型の各ハラスメント規制は、ある
意味において、本稿で論及した各国における保護特
性型の法的方法に通じる部分があるものといえなく
はない。すなわち、各国では、一定の保護特性ないし
保護属性といった事由を予め定めておき、それに係
るハラスメントを規制するというような法的方法が
採られることがあるが、日本の切り出し型規制も、行
政指針と相まって予め細やかに各ハラスメントにつ
き規定しておくという点において通じ得る。しかし、
保護特性型の法的方法においては、どういった人格
的利益を保護しようとしているか、いわば法益論的
なアプローチが明確であるものの、日本型規制では
そこまでそれが鮮明とはいい得ない。それは、前者型
の各国が各保護特性について敏感であるものの、日
本型規制では「〜〜ハラスメント」というハラスメン
トの形式論に囚われがちであるという特徴とも繋
がる。
　ともあれ、各国でなされる保護特性型の法的方法
において、既に対象となっている各個の保護特性（た
とえば、イギリスのEA2010の年齢・障害・性同一性障
害・人種・宗教または信条・性・性的指向）については、
それに係るハラスメントが今後日本でも着目される
可能性が高い（もちろん既に着目がなされているも
のも少なくない）ものと指摘でき、一定の示唆がある
ものといい得るであろう。しかし、保護特性型の法的
方法には、欠点があり得る。一定の保護特性ないし保
護属性に係るハラスメントでなければ、当該法的方
法により争えないのである。これは当該法的方法の
限界であるが、実はその限界は、日本型規制の限界に
も通じている。なぜなら、上記のように日本型規制で
も予め「〜〜ハラスメント」として切り出しておく必
要があるからである。

（２）職場環境配慮義務
　ところで、先に、契約法や不法行為法での対応と
いった表現をしたが、日本でのハラスメント救済に
大きく寄与しているのが、この二者による法的方法
である。ハラスメントについては、使用者⁷に一定の
義務があったものと理解され、そうしたハラスメン
トに係る義務への違反は、付随義務違反として使用
者に債務不履行責任を生じさせるか、または注意義
務違反として不法行為（使用者）責任（民法709条、
715条）を生じさせるかのいずれか、あるいはその両
者と構成できる⁸。
　ただ、学説においては、債務不履行構成による使用

者への責任追及を支持するものが複数見られる。同
構成のメリットとして、⑴使用者における行為規範
（義務内容）の明確化・具体化が図れる⁹という点、⑵
他人責任としての使用者責任とは異なり使用者によ
る積極的な職場環境への配慮・整備が促進される¹⁰点、
⑶過去の損害に対する構成（不法行為構成）ではなく、
契約上の本来の内容回復を図ることで過去の清算の
みならず将来に向けて一定の措置を強制するという
形での法的責任追及が可能となる¹¹点などが挙げら
れている。こうした学説の動向に、筆者も与するが、
かかる文脈で重要となってくるのが、働きやすい職
場環境¹²を整備・維持・実現することを内容とする職
場環境配慮義務である。
　職場環境配慮義務は、学説により確立され、裁判例
において用いられる労働契約上の付随義務であるが、
労働契約法など制定法上規定されるには至っていな
い。今後、ハラスメントについて議論が深化するにつ
け、職場環境配慮義務の条文化は重要なキーになり
得るであろう。

（３）修復的正義
　修復的正義¹³（restorative� justice）論は一種の正義
論であり、思想でもあるが、筆者はそれがハラスメン
トに関し有益であると考えている。同正義は、相互協
力のもと対話を促し被害の回復を促進させ新たな価
値をも創造しようとするものであり、具体的には被
害者と加害者そしてコミュニティの3者が進行役の
もとで直接対話するモデルとして実践されることが
多い。当初日本には刑事司法における「修復的司法」
として紹介されたが、修復的正義はその文脈に留ま
るものではない。
　すなわち、修復的正義は、一定のコミュニティを維
持しながら狩猟や採集のために移動を続けるような
伝統的社会において人々が用いたコンフリクト解決
法であり、あるいは、南アフリカ共和国におけるアパ
ルトヘイト後の真実和解委員会における思想でもあ
り、学校でのいじめに対し用いられる手法でもある。
また、カナダ¹⁴など欧米諸国ではハラスメントへの
対処法として用いられている。
　当該「害（harm）」がなぜ発生したのかを考察し、悪
化した関係を修復し新たな関係を構築し直す過程に
おいて、コミュニケーションを重視し、ニーズと責任
と期待とを明らかにしつつ、将来に向けてポジティ
ブな価値を生じさせようとする試みが修復的正義と
いえよう。いわば一種の正義論ないし思想である。誤
解されがちだが、もとあった関係性を回復するのみ
ならず、仮にもとあった関係性に問題があるのであ
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れば、新しい価値を生じさせながら新たな関係性を
構築させようとするのが修復的正義である。よって、
問題のある状況を再びそのまま「回復」させることは
修復的正義の哲学に合致せず、あるいは、深刻な被害
において被害者と加害者とが直接対話せずに、それ
ぞれ異なる方向性に別離していく（それぞれが新た
な関係性を得ることとなる）ための修復的正義も存
在することとなる。つまり、被害者のニーズ次第で実
践の方法は変容し得る。
　カナダの例など修復的正義がハラスメントについ
て有益と解される。日本でも修復的正義に基づいた
実践の実例は存在する。かかるような実践的解決の
担い手の一つにこそ労働組合はなり得るのではない
だろうか。

６　おわりに

　これまで論じたところからすると、諸外国におけ
るハラスメントへの対応はそれぞれまちまちではあ
るが、保護特性型規制やハラスメント定義など、示唆
を含む事項は少なくない。
　前者については日本型規制との関係で既に述べた
が、後者に関しては各国におけるハラスメント定義
あるいは概念のうち、かなり特徴的なものとしてイ
ギリスにおけるPHAのそれを挙げることができる。
その内容は包括的かつ広範である。というのは、作為・
不作為を問わず、2回以上の行為（7条3項（a））であっ
て、それが他人に不安や困惑を引き起こすもの（7条
2項）である限り、PHA上の「ハラスメント」に該当し
得るからである。このような明確な定義から相当距
離のある独特の概念は、立法時における明確な意図
のもと構築されるに至った。それは、先にも述べたよ
うに、「広範な行為を定義づけることはできない」、あ
るいは、「容易に要件づけることはできない」といっ
たハラスメントの特性への着目から導出された。ど
のような行為であっても「ハラスメント」になり得る
可能性があり、それを制定法で規制するには、包括的
かつ広範な概念を置かざるを得なかったのである。
また、そもそも禁止すべき行為をリスト化したとし
ても、リストに存在しないハラスメントが生じた場合、
これに対応し得ない。そうした不都合を回避するため、
明確な定義を避けたのである。あまりに広漠とし明
確性を欠くような概念は、日本法にはそぐわないが、
PHAのハラスメント概念は、とりとめがなく定義が
困難なハラスメントの本質を示したものといえる。
やや極端ではあるが、ハラスメントとは何かという
根源的な問いに向き合うとき、PHAのハラスメント

概念は一種示唆的であるといえよう。
　本稿の5では、職場環境配慮義務（とりわけ精神的
な意味合いで働きやすい職場環境を整備・維持・実現
すべき使用者側における労働契約上の付随義務）や
修復的正義の観点からも、日本におけるハラスメン
ト規制に係る展望を若干ながら示した。抽象的にハ
ラスメント規制を求めるだけでなく、職場環境配慮
義務の条文化（条文化さえすれば良いという趣旨で
はない）を求め、あるいは修復的正義の実践による可
能性を模索するといった具体的な運動がさらに強化
されるべきように思われる。
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課題研究は、「重要性の高い新たな政策課題について、厚生労働
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研究対象とする政策課題を取り巻く労働分野における客観的か
つ質の高いエビデンス等を研究成果として提供することを目的
として実施する労働政策研究」として位置付けられている。
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究報告書No.216（JILPT、2022年）における筆者による執筆部分、
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目的または効果の存在」、アメリカの差別的ハラスメント定義に
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イツのモビングに係る判例における「被害者の一般的人格権そ
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らに類するものとして分類可能であろう。

７　�本稿では、加害者の法的責任を措く。
８　�訴訟実務では選択的併合がなされる場合が少なくない。
９　�松本克美「セクシュアル・ハラスメント－職場環境配慮義務・
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